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播磨町災害予防計画及び各種計画見直し業務委託質疑についての回答書 

【播磨町災害予防計画及び各種計画見直し業務委託に係る企画提案について】 

 該当箇所 質問 回答 

1 ５．企画提案書の作成

要領 

【提出書類】の⑨に記載された「他

市町村の計画書」とは、本業務に関

連する地域防災計画、業務継続計

画、受援計画が該当するという理

解でよろしいでしょうか。 

また、その場合、該当する各計画に

対して弊社実績となる他市町村の

計画書（特に貴町に参考となる１

市町村分）を提出すればよろしい

でしょうか。 

お見込みのとおりです。 

2 ６.企画提案書の提出

期限等 

提出する企画提案書の副本は、社

名は伏せる措置をとる必要がある

でしょうか。 

必要ありません。 

3 ９．企画提案の選定予

定日等 

プレゼンテーションでは、提案書

以外の資料やパワーポイント等を

用いて説明してもよろしいでしょ

うか。 

その際、スクリーンやプロジェク

ター等の機材の準備をしていただ

くことは可能でしょうか。 

パワーポイントの使用は可とし

ますが、使用する場合は印刷した

ものを参考資料として企画提案

書に添付してください。またスク

リーンについては準備しますが、

その他の機材については持ち込

みください。 

4 10．選考の審査の方法

及び審査項目 

【審査項目、全体に占める割合】に

おいて、審査基準（例えば、見積金

額で満点（30 点）を取るためには

何万円以下とすればよいか等）を

提示していただくことは可能でし

ょうか。 

できかねます。 

5 同上 【企画提案書の評価項目】におい

て、「本町の示した課題に対する取

組内容」とありますが、この課題は

業務を実施するなかで、示される

課題との理解でよろしいでしょう

か。 

お見込みのとおりです。 

【播磨町災害予防計画及び各種計画見直し業務 特記仕様書】 

 該当箇所 質問 回答 

6 P.1 

第１章３遵守すべき

法律等 

「（4）東南海・南海地震・・・」は

「南海トラフ地震に係る地震防災

対策の推進に関する特別措置法」

と理解してよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

7 P.3 

第２章３災害予防計

画の改定 

アクションプランの活動指標等に

関する進行管理シートを提示して

いただくことは可能でしょうか。 

契約後に提示します。 
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 該当箇所 質問 回答 

8 特記仕様書 P.4 

第２章４機構改革に

伴う、各種計画の見直

し 

「令和４年１０月に実施した町組

織機構改革の結果を踏まえて」と

ありますが、旧の町組織機構との

変更点をご教示ください。 

グループ制が部課制になり、新し

い課ができ、所管事務が変更にな

っています。現行の事務分掌につ

いてはホームページに掲載中の

「播磨町事務分掌規則」をご覧く

ださい。詳細については、契約後

に提示します。 

9 同上 「・・・これに関係する以下の計画

の見直しを行う。」とありますが、

① 播磨町地域防災計画は全編を

対象とするという理解でよろしい

でしょうか。 

お見込みのとおりです。 

10 同上 「・・・なお、各種計画の改定には、

令和５年１０月１日段階の法改正

について反映させるとともに、」と

ありますが、防災基本計画（令和４

年６月１７日）や兵庫県地域防災

計画（令和４年１０月修正）のその

時点での最新版は反映しないとの

理解でよろしいでしょうか。 

法改正・その他計画等の反映が必

要なのは、令和５年２月～令和５

年１０月１日の間に修正されたも

ののみ、という理解でよろしいで

しょうか。 

令和５年１０月１日時点の最新

版という意味ですので、すべて最

新版を反映してください。 

11 同上 貴町ホームページに掲載されてい

る地域防災計画（以下「現行計画」

という。）の修正年次は令和５年２

月となっていますが、現行計画に

は令和４年１０月に実施された町

機構改革の結果を反映していない

ということでよろしいでしょう

か。 

官職とその他時点修正は行って

おりますが、機構改革については

お見込みのとおりです。 

12 同上 地域防災計画の見直しを行うにあ

たり、履行期限（令和６年１月２６

日）内にパブリックコメントや防

災会議を実施する予定はあります

でしょうか。 

１２月以降に防災会議を実施予

定のため、１１月中に暫定版の提

出が必要です。 

13 特記仕様書 P.4 

第２章５庁内職員説

明会及び各課ヒアリ

ングの実施 

「・・・参加できない職員用に映像

を作成し、閲覧できるようにす

る。」とありますが、これは庁内職

員説明会の模様を録画したモノと

の理解でよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 
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 該当箇所 質問 回答 

14 同上 職員用に作成する映像の閲覧先の

想定（庁内サーバー上、CD-R 等で

配布、外部サーバー上の動画にア

クセスして閲覧等）があればお教

えください。また、映像データのフ

ォーマットや容量に指定があれば

お教えください。 

DVD-R でデータ納品をしてくだ

さい。 

また、MP4 形式で 30分あたり１G

以内にしてください。 

15 同上 職員は、各自の PC から自由に WEB

を閲覧できる環境にございます

か？外部のホームページ等を閲覧

するにあたり、制限はあります

か？（web 接続できる PC が限られ

る、閲覧できないホームページが

ある、など） 

制限がありますので、DVD-R でデ

ータ納品してください。 

16 同上 ３回実施する各課ヒアリングのイ

メージがあるようでしたらご教示

いただけないでしょうか。 

各課に調査書作成を依頼し、集計

した後１回目の全 

体ヒアリングを実施。その後課題

などをまとめた後、２回目のヒア

リングで調整。３回目で最終確認

を行うイメージです。なお、調査

書、ヒアリングは事業者が主体的

に実施してください。 

 

 


